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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１０月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３１年３月１５日 ０９時００分ごろ 

発生場所 北海道浜頓別町頓別漁港北東方沖 

頓別港東防波堤灯台から真方位０４２°５.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４５°１２.０′ 東経１４２°２８.７′） 

事故の概要  漁船第五十八さち丸は、漁具投入作業中、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過  平成３１年３月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五十八さち丸、１４トン 

 ＨＫ２－２２４８８（漁船登録番号）、個人所有 

 １７.６４ｍ（Lr）×４.０７ｍ×１.４８ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関、６７０.０５kＷ、平成１２年２月 

第２３２－３３０２３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１０年２月１３日 

  免許証交付日 平成３０年１月２９日 

         （令和５年２月１２日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５０歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか２人が乗り組み、漁場整備の作業を

行う目的で、平成３１年３月１５日０６時００分ごろ、頓別漁港北東

方沖のほたて
．．．

貝の地まき漁場に向け、同漁港を出港した。（写真１参

照） 
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 本船は、０６時３０分ごろ漁場に到着し、船長を除く乗組員３人が

前部甲板上で鉄製桁の後方に袋網を取り付けた八尺と呼ばれる桁網を

両舷から海中に投入する作業等を行い、船長が操舵室で操船に当た

り、漁場整備に割り当てられた海域で北西進と南東進を繰り返し、往

復しながらえい
．．

網を行っていた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、船長が、３回目のえい
．．

網に備えて針路を反転して船首を北

西方に向け、約５～６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

から約１０knに増速して間もなく、八尺投入合図のブザーを吹鳴し、

前部甲板にいた甲板員Ａ及び別の甲板員（以下「甲板員Ｂ」とい

う。）が、左舷側の八尺を投入後、‘右舷側の八尺’（以下「本件八

本船 

写真１ 本船（左舷船首方から見る） 

尻棒 

山綱 

袋網 

桁 

写真２ 本件八尺全景 
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尺」という。）を投入する配置についた。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、甲板員Ａが本件八尺の袋網に取り付けた尻棒を、甲板員Ｂ

が桁をそれぞれ持って向かい合うように構え、甲板員Ｂの合図で本件

八尺を右舷方の海中に反転させながら投下したところ、甲板員Ａの左

足に尻棒に取り付けた山綱が絡まった。（写真４～６参照） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尻棒(長さ 246cm) 

甲板上の山綱 

山綱 

 

船尾 

船首 

写真３ 投入前の本件八尺の状況 

写真４ 尻棒投入時の状況（再現） 

甲板員Ａ 
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 甲板員Ａは、左足に絡んだ山綱に引かれて身体が舷外にはみ出し、

頭を船尾方に向けて右舷舷縁を跨いだ状況となり、掛け寄って来た甲

板員Ｂに身体を掴
つか

まれた直後、０９時００分ごろ、左足が山綱に強く

引かれ、直後に山綱が長靴と一緒に左足から外れた。（写真７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 甲板員Ａは、甲板上に身体を戻し、通路に横になった。 

 船長は、異状に気付いて機関を中立運転とし、船橋右舷側ドアを開

写真５ 桁投入時の状況（再現） 固定用ロープ 

（投入時は外す） 

甲板員Ｂ 

写真６ 左足に山綱が絡まる直前の状況（想定） 

山綱 

甲板員Ａ 

写真７ 甲板員Ａが右舷舷縁を跨いだ状況（再現） 

舷縁の幅：24cm 

舷縁の甲板上高さ：75cm 

甲板員Ａ 
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けたところ、通路に横になった甲板員Ａを認め、甲板員Ｂから状況の

報告を受けて漁業無線で所属漁業協同組合に救急車の要請を行い、頓

別漁港に向かった。 

 甲板員Ａは、病院に搬送されて手当を受けた後、別の病院に転送さ

れ、左下腿
たい

開放骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、漁場整備の対象として、昨年ほたて貝を漁獲した浜頓別町

の沖合約４.９～約５.５Ｍの海域を割り当てられていて、漁場に稚貝

を撒く準備として、取り残したほたて
．．．

貝やヒトデ等を取り除くえい
．．

網

を僚船１９隻と共に行っていた。 

本件八尺は、全体の重量が約５００kgで、投入に備え、桁と尻棒が

それぞれ船体に対して横方向にほぼ垂直となるよう舷縁上に置かれ、

桁の重心が少し舷外側に位置するように調整されており、投入前は甲

板上に取り付けられたアイとロープで結ばれて固定されていた。 

山綱は、海中から尻棒を吊り上げる際、船首クレーンから伸ばした

ワイヤのフックを引っ掛ける場所として取り付けられていた。 

船長は、新人の乗組員に対し、甲板作業上の注意を事前に行ってい

て、八尺を投入する作業を行う際、作業が容易な尻棒側を担当させて

いた。 

甲板員Ａは、昨年までの約３年間、ほたて貝の桁網漁を行う別の漁

船に甲板員として乗船していたが、これまで八尺を投入する際に桁側

を担当しており、尻棒側を担当した経験がなく、平成３１年３月１日

から本船の乗組員として雇用されたが、陸上での作業に従事してお

り、本船に乗船するのは、本事故発生時が初めてであった。 

甲板員Ａは、足に山綱が絡まることの危険性を認識していたが、尻

棒を海中に投入した際に勢い余って山綱の内側に左足を踏み入れたの

ではないかと本事故後に思った。 

甲板員Ａは、本事故発生時、救命胴衣、カッパの上下、ヘルメッ

ト、長靴及びゴム手袋を着用していた。 

甲板員Ｂは、本件八尺を投入する前、甲板員Ａの足が山綱の内側に

入っていないことを確認していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、頓別漁港北東方沖の漁場で漁場整備の作業中、本件八尺を

投入した際、甲板員Ａが、山綱の内側に左足を踏み入れたことから、

山綱が左足に絡み、左足が山綱に強く引かれ、負傷したものと考えら

れる。 

 甲板員Ａは、本件八尺を投入する前、足が山綱の内側に入っていな
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かったが、本件八尺を投入した際、山綱が甲板上から離れる前に勢い

余って左足を山綱の内側に踏み入れたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、頓別漁港北東方沖の漁場で漁場整備の作業中、

本件八尺を投入した際、甲板員Ａが、山綱の内側に左足を踏み入れた

ため、山綱が左足に絡み、左足が山綱に強く引かれたことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、八尺を投入する際、山綱はできるだけ舷側に寄せてお

き、山綱の内側に足が入らないよう、足の運びに注意すること。 

・船長は、甲板上で危険を伴う作業に未経験者又は経験の浅い乗組

員を従事させる場合、作業上の注意を事前に説明し、作業を行う

際、周囲にいる乗組員が注意を促す声掛けをする等、安全な作業

環境づくりに配慮すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

事故発生場所 

（平成３１年３月１５日 

０９時００分ごろ発生） 

浜頓別町 

北海道 

頓別漁港 

拡大 

北海道 

稚内市 

頓別港東防波堤灯台 


